
 

効果的な輸入畜産物の検査の推進に係る検討会設置要領 

 

令和５年１月５日決定 

 

１ 趣旨 

家畜の重大な伝染病であるアフリカ豚熱については、平成 30 年８月の中国での

発生以降、アジア地域において急速に感染が拡大しており、日本への侵入リスクは

依然として高い状況にある。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の人への感

染の世界的な拡大により、我が国においても感染拡大を防止するため入国制限等の

措置がとられてきたが、今後、入国者数の段階的な回復が見込まれており、入国者

の携帯品検査については万全を期する必要がある。また、国際郵便物検査において

は、コロナ禍において違反畜産物の摘発が増加していることから、令和３年 10 月

から対応を強化しており、引き続き、対応していく必要がある。 

こうした中、リスクベースで業務の再点検を図り、限られた人的リソースを有効

に活用し、水際対策の強化を図っていくことが重要となる。そのためには、商用貨

物として輸入される畜産物（以下「輸入畜産物」という。）の検査について、リスク

に応じた効果的な検査を実施する必要があることから、「効果的な輸入畜産物の検

査の推進に係る検討会」を設置し、輸入畜産物のより効果的な検査方法について検

討を行う。 

 

２ 検討事項 

（１）輸入畜産物をより効果的に監視するために必要な検査 

（２）リスクベースでの検疫リソースのより効果的な配分 

 

３ 委員 

検討会の委員は、別紙のとおりとする。 

 

４ 運営 

（１）検討会には、座長及び座長代理を置く。 

（２）座長は委員の互選により選任し、座長代理は、委員のうちから座長が指名する。 

（３）座長は、検討会の議事を運営する。座長代理は、座長を補佐するとともに、座

長に事故等があるときには、その職務を代理する。 

（４）検討会は非公開とする。 

（５）検討会の資料及び議事要旨は、守秘すべき事項に係る資料を除き、出席者の了

承を得た上で動物検疫所ホームページに公開することとする。 

 

５ その他 

（１）検討会の事務は、農林水産省消費・安全局動物衛生課及び動物検疫所企画管理

部が行う。 

（２）本要領に定めるもののほか、検討会運営に関し必要な事項は、座長が定める。 
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